
地
域
共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
の
社
会
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
地
域
住
民
の
複
雑
化
・
複
合
化
し
た
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
包
括
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
を
整
備
す
る
観
点

か
ら
、
市
町
村
の
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
の
支
援
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
認
知
症
施
策
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
整
備
等
の
推
進
、
医
療
・
介
護
の

デ
ー
タ
基
盤
の
整
備
の
推
進
、
介
護
人
材
確
保
及
び
業
務
効
率
化
の
取
組
の
強
化
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
制
度
の
創
設
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

改
正
の
趣
旨

令
和
３
年
４
月
１
日
(た
だ
し
、
３
②
及
び
５
は
公
布
の
日
か
ら
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
の
政
令
で
定
め
る
日
、
３
③
及
び
４
③
は
公
布
日
)

施
行
期
日

改
正
の
概
要

※
地
域
共
生
社
会
：
子
供
・
高
齢
者
・
障
害
者
な
ど
全
て
の
人
々
が
地
域
、
暮
ら
し
、
生
き
が
い
を
共
に
創
り
、
高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
（
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
（
平
成
2
8
年
６
月
２
日
閣
議
決
定
）
）

１
．
地
域
住
民
の
複
雑
化
・
複
合
化
し
た
支
援
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
市
町
村
の
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
の
支
援

【
社
会
福
祉
法
、
介
護
保
険
法
】

市
町
村
に
お
い
て
、
既
存
の
相
談
支
援
等
の
取
組
を
活
か
し
つ
つ
、
地
域
住
民
の
抱
え
る
課
題
の
解
決
の
た
め
の
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
行
う
、
新
た
な
事
業

及
び
そ
の
財
政
支
援
等
の
規
定
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

２
．
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
認
知
症
施
策
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
整
備
等
の
推
進

【
介
護
保
険
法
、
老
人
福
祉
法
】

①
認
知
症
施
策
の
地
域
社
会
に
お
け
る
総
合
的
な
推
進
に
向
け
た
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
を
規
定
す
る
。

②
市
町
村
の
地
域
支
援
事
業
に
お
け
る
関
連
デ
ー
タ
の
活
用
の
努
力
義
務
を
規
定
す
る
。

③
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
作
成
に
あ
た
り
、
当
該
市
町
村
の
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
の
勘
案
、
高
齢
者
向
け
住
ま
い
（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
・
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
）
の
設
置
状
況
の
記
載
事
項
へ
の
追
加
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
状
況
に
係
る
都
道
府
県
・
市
町
村
間
の
情
報
連
携
の
強
化
を
行
う
。

３
．
医
療
・
介
護
の
デ
ー
タ
基
盤
の
整
備
の
推
進

【
介
護
保
険
法
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
】

①
介
護
保
険
レ
セ
プ
ト
等
情
報
・
要
介
護
認
定
情
報
に
加
え
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
齢
者
の
状
態
や
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
の
情
報
、
地
域
支
援
事
業
の

情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。

②
医
療
保
険
レ
セ
プ
ト
情
報
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
N
D
B
）
や
介
護
保
険
レ
セ
プ
ト
情
報
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
介
護
D
B
）
等
の
医
療
・
介
護
情
報
の
連
結
精
度
向
上
の
た
め
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
が
被
保
険
者
番
号
の
履
歴
を
活
用
し
、
正
確
な
連
結
に
必
要
な
情
報
を
安
全
性
を
担
保
し
つ
つ
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

③
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
に
、
当
分
の
間
、
医
療
機
関
等
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
実
施
に
必
要
な
物
品
の
調
達
・
提

供
の
業
務
を
追
加
す
る
。

４
．
介
護
人
材
確
保
及
び
業
務
効
率
化
の
取
組
の
強
化

【
介
護
保
険
法
、
老
人
福
祉
法
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
】

①
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
記
載
事
項
と
し
て
、
介
護
人
材
確
保
及
び
業
務
効
率
化
の
取
組
を
追
加
す
る
。

②
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
等
に
係
る
届
出
事
項
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
の
見
直
し
を
行
う
。

③
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
卒
業
者
へ
の
国
家
試
験
義
務
付
け
に
係
る
現
行
５
年
間
の
経
過
措
置
を
、
さ
ら
に
５
年
間
延
長
す
る
。

５
．
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
制
度
の
創
設

【
社
会
福
祉
法
】

社
会
福
祉
事
業
に
取
り
組
む
社
会
福
祉
法
人
や
N
P
O
法
人
等
を
社
員
と
し
て
、
相
互
の
業
務
連
携
を
推
進
す
る
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
制
度
を
創
設
す
る
。


